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平成２５年（厚）第１４５８号

平成２６年７月３１日裁決

主文

　本件再審査請求を棄却する。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、国民年金法（以下

「国年法」という。）による障害基礎年金及

び厚生年金保険法（以下「厚年法」という。）

による障害厚生年金（以下、併せて「障害

給付」という。）の支給を求めるというこ

とである。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、初診日を昭和○年○月○日

とする脊柱の障害（二分脊椎症）（以下「既

受給傷病」という。）による障害の状態

が国年法施行令（以下「国年令」という。）

別表に定める２級の程度に該当するとし

て、受給権発生日を平成○年○月○日と

する障害等級２級の障害基礎年金を受給

している。

２　請求人は、初診日を平成○年○月○日

とする二分脊椎症による痙性対麻痺（以

下「本件請求傷病」という。）により障

害の状態にあるとして、平成○年○月○

日（受付）、厚生労働大臣に対し、障害

認定日による請求として障害給付の裁定

を請求した（以下、この請求を「本件裁

定請求」という。）。

３　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「今回請求された傷

病（二分脊椎症による痙性麻痺）は、既

に保険給付を行うことと決定（基礎年金

番号・年金コード　○○○○－○○○○

○○－○○○○）された傷病（二分脊椎

症）と同一傷病であり、重複請求である

ため。」という理由により、本件裁定請

求を却下する処分（以下「原処分」とい

う。）をした。

３　請求人は、原処分を不服として、標記

の社会保険審査官に対する審査請求を経

て、当審査会に対し再審査請求をした。

第３　当審査会の判断

１　障害厚生年金は、その障害の原因と

なった傷病（その障害の直接の原因と

なった傷病が他の傷病に起因する場合は

当該他の傷病。以下同じ。）につき初め

て医師又は歯科医師の診療を受けた日

（以下「初診日」という。）が昭和６１年

４月１日以後であり、かつ、当該初診日

において厚年年金保険の被保険者である

こと、又は、本件請求傷病の発病日が昭

和６１年４月１日前であり、かつ、当該

発病日において厚年年金保険の被保険者

であることという要件（以下、これを

「被保険者資格要件」という。）を満たさ

ない者には支給されないこととなってい

る（厚年法第４７条第１項、国年法等の

一部を改正する法律（昭和６０年法律第

３４号）附則第６７条及び同法律の施行

に伴う経過措置に関する政令（昭和６１

年政令第５４号）第７８条第１項によっ

て読み替えられた厚年法第４７条第１

項）。

なお、障害等級２級以上の障害厚生年

金が支給される者には、併せて障害基礎

年金が支給されることになっている。

２　本件の場合、前記第２の３記載の理由

によりなされた原処分に対し、請求人

は、既受給傷病（二分脊椎症）と本件請

求傷病（二分脊椎症による痙性麻痺）は

別傷病であり、出生時より二分脊椎症が

あると記載されているが髄膜留が正式で

あり、傷病の原因又は誘因は椎間板によ

るものであるとし、本件請求傷病の初診

日（以下「本件初診日」という。）は平

成○年○月○日であって、同時期におい

て請求人は被保険者資格要件を満たして

いるなどと主張しているのであるから、

本件の当面の問題点は、本件請求傷病の

初診日がいつかであり、本件初診日にお

ける請求人の被保険者資格要件の存否で

ある。

３　本件初診日又は本件請求傷病の発病日

について判断する。

初診日又は発病日（以下、初診日又は
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発病日のいずれをも、便宜上、単に「初

診日」という。）に関する証明資料は、

国年法及び厚年法が、初診日を障害年金

の受給権発生の基準となる日と定めてい

る趣旨からいって、直接診療に関与した

医師又は医療機関が作成したもの、又

はこれに準ずるような証明力の高い資料

（以下、これらの諸要件を満たすと認め

られる資料を、便宜上、「初診日認定適

格資料」という。）でなければならない

と解するのが相当である。

そして、国年法及び厚年法上の障害の

程度を認定するためのより具体的な基準

として、社会保険庁により発出され、同

庁の廃止後は厚生労働省から発出したも

のとみなされて、引き続き効力を有する

ものとされ、当審査会においても障害の

認定及び給付の公平を期するための尺度

として、これに依拠するのが相当である

と思料する「国民年金・厚生年金保険障

害認定基準」（以下「認定基準」という。）

が定められているが、その「第１　一般

的事項」によれば、「初診日とは、障害

の原因となった傷病について初めて医師

又は歯科医師（以下 ｢医師等 ｣という。）

の診療を受けた日をいうとされていると

ころ、具体的には、①　初めて診療を受

けた日（治療行為又は療養に関する指示

があった日）、②　同一傷病で転医があっ

た場合は、一番初めに医師等の診療を受

けた日、③　健康診断により異常が発見

され、療養に関する指示を受けた場合は、

健康診断日、④　障害の原因となった傷

病の前に、相当因果関係があると認めら

れる傷病があるときは、最初の傷病の初

診日が、それぞれ初診日となると解する

のが相当である。なお、｢相当因果関係

がある ｣とは　ある行為（事象）からそ

のような結果が生じるのが経験上通常で

ある場合に、ある行為（事象）とその結

果には因果関係がありとするのが相当因

果関係という考え方であり、そのような

考え方の上にたって、前の疾病又は負傷

がなかったならば後の疾病（通常、負傷

は含まれない。）がおこらなかったであ

ろうと認められる場合は、相当因果関係

がありとみて前後の傷病は同一傷病とし

て取り扱うのが相当である。

そうして、本件において提出されて

いる全ての資料の中から、その作成者及

び記載内容からみて、本件初診日に関す

る初診日認定適格資料として取り上げな

ければならないものを全て挙げると、①　

ａ病院（以下「ａ病院」という。）ｂ科・

Ａ医師作成の平成○年○月○日現症に係

る同日付診断書、②　ｃ病院・Ｂ医師（以

下「Ｂ医師」という。）作成の平成○年

○月○日付診断書、③　請求人に係る作

成医師不明の平成○年○月○日時点の診

断書の一部、④　Ｂ医師作成の平成○年

○月○日付受診状況等証明書、⑤　昭和

○年○月○日に○○県が交付した請求人

に係る身体障害者手帳、及び、⑥　ａ病

院ｄ部・Ｃ医師作成の平成○年○月○日

現症に係る同日付診断書であり、これら

をおいて他に存しないところ、これら各

資料（以下、それぞれ「資料①」などと

いう。）をみてみると、それは、次のと

おりである。

すなわち、資料①によれば、障害の

原因となった傷病名として本件請求傷病

を掲げた上で、傷病の発生年月日は「昭

和○年○月○日　本人の申立て（Ｈ○年

○月○日）、そのため初めて医師の診断

を受けた日は、「昭和○年○月○日　本

人の申立て（Ｈ○年○月○日）」とされ、

診断書作成医療機関における初診時（平

成○年○月○日）所見には、両下肢に痙

性麻痺があり、両下肢筋力の著しい低下

がみられ、筋力については、下肢は半減

～消失であるが、半減でも痙性のため有

効な筋力がすぐに発揮できず、片脚起立

は不能で歩行には介助が必要な状態で

あったとされ、平成○年○月○日現症と

して、麻痺の外観（痙直性）、起因部位

（脊髄性）、両下肢腱反射は亢進していた

ことが認められる。資料②によれば、障

害の原因となった傷病名には「①　二分

脊椎　脊髄係留症候群」、「②　頚部椎間

板ヘルニア」が掲げられ、既存障害及び
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既往症は、いずれも「上記①」と記載さ

れ、診断書作成医療機関における初診時

（平成○年○月○日）所見は、｢ 腰脊椎

の圧痛と自発痛あり。右下肢の下腿筋の

萎縮と足関節の内反を認め足の筋クロー

ヌスを認めた。｣と記載されている。資

料③によれば、請求人は、平成○年○月

○日当時、握力は左右３８、４６ｋｇあ

り、両上肢機能に関連する動作・活動に

は制限はなく、立つ、家の中・屋外の移

動、階段の登り・降り、公共の乗り物を

利用するなど下肢機能に関連する動作・

活動に制限が認められたものの、本資料

には本件初診日がいつと確認できる記載

はない。資料④は、傷病名は二分脊椎、

脊髄係留症候群、発病年月日は平成○年

○月○日、傷病の原因又は誘因は先天性、

発病から初診までの経過には、上記先天

性異常による膀胱機能障害で時々尿路感

染症を起こしている程度であったが、勤

務中の平成○年○月○日仕事中、しゃが

んでいて立ち上ろうとした時腰砕けにな

り、その後腰が痛くて歩けなくなったと

○月○日来院とされている。資料⑤によ

ると、請求人の身体障害者手帳の傷病名

は、「二分脊椎症による社会での日常生

活活動が著しく制限されるぼうこう及び

直腸機能障害、痙性麻痺による右下肢及

び左下肢機能の著しい障害」とされてい

る。資料⑥によれば、障害の原因となっ

た傷病名は、二分脊椎症とされ、傷病の

発生年月日は昭和○年○月○日、そのた

め初めて医師の診断を受けた日は、「昭

和○年○月○日　本人の申立て」とされ、

診断書作成医療機関における初診時（平

成○年○月○日）所見には、両下肢の痙

性麻痺がみられ、下肢筋力の著しい低下

がみられ、筋力については関節運動範囲

及び運動筋力欄の評価と変わりなく、片

脚起立不能、歩行は痙性歩行で、介助が

ないと長時間は困難であったとされ、現

在までの治療の内容等には、出生時より

二分脊椎症があり、膀胱直腸障害、両下

肢麻痺、足部変形があり、７年程前より

症状増悪し、歩行困難であり、ＭＲＩ上、

脊髄の馬尾繋留が認められるとされてい

る。

以上の各資料によれば、請求人は、出

生時より二分脊椎症があり、膀胱直腸障

害、両下肢痙性麻痺などを継続して呈し

ており、昭和○年○月○日に「二分脊椎

症による社会での日常生活活動が著しく

制限されるぼうこう及び直腸機能障害、

痙性麻痺による右下肢及び左下肢機能の

著しい障害」を傷病名とする身体障害者

手帳を交付されている。その後の平成○

年○月○日に、仕事中にしゃがんでいて

立ち上ろうとした時に腰砕けになり、そ

の後腰が痛くて歩けなくなり、同年○月

○日にｃ病院を受診し、二分脊椎症、脊

髄係留症候群、腰部椎間板ヘルニアと診

断され、消炎鎮痛薬の内服と外用薬で加

療を受けている。また、ＭＲＩ上、脊髄

の馬尾繋留が認められている。このよう

な臨床経過から医学的に判断すると、本

件請求傷病は、先天性疾病である二分脊

椎症であり、その症状として、下肢痙性

麻痺、脊髄係留症候群（脊髄の馬尾繋留）、

膀胱直腸機能障害などが継続しているこ

とから、既に障害基礎年金の支給対象と

なっている既受給傷病と連続する同一傷

病と認められ、本件初診日も、既受給傷

病と同一の昭和○年○月○日と判断する

のが相当である。

なお、社会保険の運用上、過去の傷病

が治癒した後再び悪化した場合は、再発

として過去の傷病とは別傷病として取り

扱い、治癒が認められない場合は、過去

の傷病と同一傷病が継続しているものと

して取り扱われるところ、医学的には治

癒していないと認められる場合であって

も、軽快と再度の悪化との間に、いわゆ

る「社会的治癒」があったと認められる

場合は、再発として取り扱われるものと

されているところ、いわゆる「社会的治

癒」と認め得る状態としては、相当の期

間にわたって医療（予防的医療を除く。）

を行う必要がなくなり、通常の勤務に服

していたことが認められる場合とされて

いる。この点についてみると、資料⑥に
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よれば、出生時より二分脊椎症があり、

膀胱直腸機能障害、両下肢麻痺、足部変

形があり、７年程前より症状増悪し、歩

行困難であり、ＭＲＩで脊髄の馬尾繋留

が認められるとされているように、既受

給傷病に起因する両下肢痙性麻痺、膀胱

直腸機能障害などの症状は、経過中に寛

解・軽快することなく継続して認められ

ており、平成○年○月○日に腰が痛くて

歩けなり、同年○月○日に腰部椎間板ヘ

ルニアと診断され、消炎鎮痛薬の内服、

外用薬による加療を受けた時期があるも

のの、両下肢痙性麻痺、膀胱直腸機能障

害などの本件請求傷病に起因する症状は

変わらず存在していることからすると、

一時的に腰痛、腰部椎間板ヘルニアによ

る症状の増悪・寛解などがあったとして

も、先天奇形を基盤とする既受給傷病の

病態を考えると、その経過中に、腰痛あ

るいは腰椎椎間板ヘルニア等の併発によ

る症状変動をもって、いわゆる社会的治

癒があったと認めることはできない。

４　そうすると、請求人の本件請求傷病に

かかる初診日は、既受給傷病の初診日と

同一であり、同日において、請求人が厚

生年金保険の被保険者であった間と認め

ることはできない。

５　よって、本件請求傷病と既受給傷病は

同一傷病であることから、本件裁定請求

を重複請求であるとして、これを却下し

た原処分は、結論において妥当であり、

本件再審査請求は理由がないものとして

これを棄却することとし、主文のとおり

裁決する。
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